
　　○　本質問回答は、平成１５年３月２５日(火) ～４月８日(火)に受け付けた東京大学（柏）
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14 ①

対象事業の概
要等

19 Ⅰ 27 5

具体的に、外国の板ガラス製造業者からの競争力のあ
る取引の申し出はありますか。

平成７年１月２５日付米国通商代表あて駐米日本大使
書簡の付属書「日本国政府及びアメリカ合衆国政府に
よる板ガラスに関する措置」により記載しています。

15 ①

その他

19 Ⅰ 27 5

建設資機材を内外無差別の原則に基づいて選定するこ
とを期待するとありますが、WTO政府調達協定に対する
配慮と解釈しています。しかし、その中で「板ガラス
製造業者」を特定している理由をお示しください。
また、当該項目を遵守することによる、定性的評価は
得られるのでしょうか。

平成７年１月２５日付米国通商代表あて駐米日本大使
書簡の付属書「日本国政府及びアメリカ合衆国政府に
よる板ガラスに関する措置」により記載しています。
なお、このことに関する入札参加者の配慮行為は、落
札者決定に係る評価の対象とはしていません。

16 ①

選定事業者の
地位譲渡

20 Ⅱ 1 1

「大学の事前の承諾がある場合を除き、選定事業者は
事業契約上の地位及び権利義務を譲渡・担保提供その
他の方法により処分してはならない」とありますが、
本事業の融資組成上必要な金融機関による担保設定等
はご承諾いただけるものと理解してよろしいでしょう
か。

選定事業者の書面による申請に基づき、大学の経済的
な利益に反しない限り、前向きに検討します。

17 ①

事業実施に関
する事項

21 Ⅱ 4 2 4

国立大学の法人化について、「大学が法人化された場
合でも、大学から選定事業者への支払いについて、何
ら影響を及ぼすものではない」とされておりますが、
一方、Ⅳ.別添資料「国立大学法人化に伴うPFIの取扱
いについて」をもって直ちに「何ら影響を及ぼすもの
ではない」と見なすことは出来かねます。大学から選
定事業者への支払いが毀損する事態が生じた場合に
は、国により未然に予算措置いただける、もしくは国
よりお支払いいただけるものと理解してよろしいで
しょうか。

「大学が法人化された場合でも、大学から選定事業者
への支払いについて、何ら影響を及ぼすものではな
い」ものとご理解ください。

18 ②

サービス購入
費

2 2 1

再度の確認で大変恐縮ですが、維持管理業務にかかる
高熱水費は大学負担との理解で宜しいでしょうか。

維持管理業務にかかる光熱水費、管球並びにトイレッ
トペーパーおよび水石鹸等の衛生消耗品は、大学が負
担します。

19 ②

基準金利

3 2 1 1

基準金利の最終確定は落札者決定日となっております
が、この場合、先スタートのスワップコストがかかる
可能性があります。このコストは現時点では算定でき
ず、事業者にとっては資金調達上のリスクとして残
り、大学としましても負担額が増加することになりま
すので、基準金利の確定時期について、再考いただけ
ないでしょうか。

契約金額の積算根拠として採用する金利の固定は、落
札者決定の日をもって行うものとします。落札者決定
の日とは、平成１５年８月２６日（予定）とします。

20 ②

基準金利の確
定時期

3 2 1 1

金利の固定は落札者決定の日となっておりますが、入
札説明書のスケジュールにある「落札者の決定・公表
（平成15年8月26日）」が基準金利の確定日という理解
でしょうか？

契約金額の積算根拠として採用する金利の固定は、落
札者決定の日をもって行うものとします。落札者決定
の日とは、平成１５年８月２６日（予定）とします。

21 ②

基準金利につ
いて

3 2 1 1

基準金利として6ヶ月LIBORベース10年物(円/円)金利ス
ワップレートを用いることとなっていますが、事業者
が市場から調達するローンの返済期間と差異が生じる
と考えています。
基準金利の見直し時に、10年物金利の２時点の差（提
案時のレートと見直し時のレート）と、事業者が調達
する金利の２時点の差は、一致するとは思えません。
この「ズレ」を事業者側リスクとして見込むため、そ
の分金利負担が増えることになり、サービス購入費が
増加することになります。
基準金利を事業者の調達する期間と同じ12年物金利ス
ワップレートに変更できれば、事業者が提案する金利
スプレッドに「ズレ」を考慮しなくて済むことになり
ます。基準金利の変更を考慮していただけないでしょ
うか。

基準金利は、６か月ＬＩＢＯＲベース１０年もの（円
／円）金利スワップレートを用いてください。

22 ②

金利の固定時
期について

3 2 1 1

金利の固定日を「落札者決定の日」と設定されていま
すが、事業者の資金調達の金利固定日は、一般的には
早くても融資契約締結日になります。この期間の「ズ
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26 ③

空調設備の生
涯費用 (LCC)
算出要領

6 1 3 2

【別紙1】4-2）の期間別平均負荷率の項目で、外気負
荷は冷暖房4期間毎の平均的温湿度を設定して、とあり
ますが、外気負荷算出用の外気温湿度のデータとし
て、使用すべきものがあれば、ご指示下さい。

指定するデータはありません。採用した値を各室負荷
計算書の冒頭部分に提示してください。なお、これは
建設地における気象データによるか、または近隣の地
区の値を用いてください。

27 ③

委任状

15

協力会社は本様式に記名捺印する必要がないとの理解
で宜しいでしょうか。

その通りです。

28 ③

設計にあたる
者の資格等用
件に関する書
類

16 3

担当者が『「・・10,000㎡以上の校舎又は研究施設」
の業務に従事し完了した経験を有する』ことを表現す
る場合は、書式については事業者に任されているとの
理解でよろしいでしょうか。
（様式９、様式10についても同様）

様式８-３,様式９-３,様式１０-４の各表に、専任で配
置する者の概要を記載してください。また、各様式の
後（うしろ）に、専任で配置する者の経験や実績を証
する書類として、契約書及び仕様書または図面の写し
を添付してください。添付する書類の書式は事業者の
自由としますが、縮小や拡大または折り込み等によ
り、Ａ４版にまとめてください。

29 ③

設計にあたる
者の資格等用
件に関する書
類

16 3

総括技術者及び主任技術者は1人が兼務することは可能
でしょうか。

設計に当たる者は、建築（意匠）設計、建築（構造）
設計、電気設備設計、機械設備設計の各分野に主任技
術者を配置してください。なお、同じ技術者が複数の
分野を兼任することはできません。ただし、総括技術
者は、上記の各主任技術者とは別に配置しても、ある
いは何れかの分野の主任技術者が兼ねても構いませ
ん。

30 ③

建設にあたる
者の資格等用
件に関する書
類 18 2

「許可を有しての営業年数が5年以上・・」であること
を表現するためには、どのような添付書類を想定され
ているでしょうか。

建設業法の許可業種につき、許可を有して５年以上経
過していることを証する書類（当該許可の写し等）を
提出してください。

31 ③

空調設備生涯
費用 (LCC) 提
案総括書

＜様式４０－
１－３＞①

18

＜様式40-1-3＞の①機器設備の機器費で、備考欄に、
機器毎に計上するとありますが、同種類の機器であれ
ば、容量が異なっていても複数台を一式として、また
は、同種類･同容量の機器であれば一式として計上して
もよろしいでしょうか。

そのように考えてください。

32 ③

様式56-2

70

長期資金収支計画表（その2）の長期収支計算書につき
まして、「割賦売掛金取り崩し」との項目があります
が、会計処理としていわゆる割賦売上計上基準を用い
る場合には「割賦原価」と読み替えてよろしいでしょ
うか。

「割賦原価」と読み替えてよろしい。

33 ③

様式56-2

71

長期資金収支計画表（その2）の長期収支計算書につき
まして、「減価償却費」との項目がありますが、本件
事業はBTO事業ですが「減価償却費」としてどのような
ものを想定されておりますでしょうか。

選定事業者の本事業、特に維持管理業務に係わる資産
の減価償却等を想定しています。

34 ③

様式56-2

71

大学の支出額の欄内において、「※」印がある部分は
大学が算出して記入するとありますが、事業者が提出
する際には、当該項目は空欄で提出するという認識で
よろしいでしょうか。

様式５６-２の「※」印の部分は、空欄で提出してくだ
さい。

35 ③

様式５７

72

入札金額内訳書に関して、積算根拠を示す欄がありま
すが、どの程度詳細な根拠を記載すればよろしいで
しょうか。

当該入札金額に含まれているもので、入札参加者が特
に付記するのが適切であると判断したものなどについ
て記入してください。

36 ③

様式集のデー
タについて

HPでは様式集はpdfファイルでのみ公開されています
が、wordファイル等でのデータ提供を検討していただ
けないでしょうか。

本質問の回答と同時に公表いたします。

37 ④

適用する基準
類

4 Ⅱ 3 13

「東京大学柏地区自家用電気工作物保安規定」は拝借
可能ですか。

施設部企画課にて閲覧とします。

38 ④

敷地条件

5 Ⅱ 4 8 7

雨水排水について、【資料6】では計画地の北・東・南
の3系統で雨水排水管が記されていますが、計画地の雨
水排水は3系統のいずれにも放流して良いと考えてよろ
しいでしょうか。また、雨水配水管の埋設深さをご指
示下さい。

3µ ④
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41 ④

設計要求水準

8 Ⅱ 5 3

表中、各大講座の設置階が「参考プラン」と若干違い
があるが、共に参考であって厳密に従うべき要求では
ないと考えて良のでしょうか。例えば、参考プランの
３Ｆに社会文化環境学大講座があるが、要求水準書P.8
には無いです。

考えのとおりです。

42 ④

外構計画

9 Ⅱ 5 4

外構計画の中で、「中庭（計画地内）は周辺環境との
調和を考慮して適宜植栽・舗装等を行い」とあります
が、計画地北側に隣接するリニアな「中庭ゾーン」の
今後の緑化整備などの具体的な計画及び利用者のアク
ティビティイメージなどがありましたらお示しくださ
い。また、中庭ゾーンのさらに北側の「実験棟ゾー
ン」との関係で動線、利用方法など配慮すべき条件が
あればお示しください。

柏キャンパスマスタープラン／柏地区キャンパス第１
次整備計画概要によります。

43 ④

基本コンセプ
ト

9 Ⅱ 6 1 2

「事業計画地南側の帯状広場と一体となった空間計
画」とありますが、帯状広場の整備は、キャンパス東
側の物性研究所研究棟及び宇宙線研究所研究棟の南側
の帯状広場と同様の整備がなされると考えてよろしい
でしょうか。

考えのとおりです。

44 ④

設計要求水準

9 Ⅱ 6 1 3 イ

使用者の環境意識およびコスト意識が発露できるよう
な適切なモニタリングシステムについて、具体的仕
様、設置場所はどのようなものを想定されているので
しょうか。

各講座毎に給水，ガスの使用量及び空調・換気設備の
電力量を計量する集中検針システムが望まれますが、
その他については提案に任せます。

45 ④

設計要求水準

9 Ⅱ 6 1 4 ア 3

バルコニーは、原則として参考プランより各階に1個所
設置し、階段により上下階の連絡に配慮するものと考
えてよろしいでしょうか。

考えのとおりです。

46 ④

設計要求水準
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60 ④

設計要求水準

16 Ⅱ 6 5 3 ウ 3

既存電力監視設備の改修を行うとありますが、改修の
範囲を把握する為、既存電力監視設備の仕様を教えて
頂けないでしょうか。
また、製造メーカーをご指示下さい。

施設部企画課にて閲覧とします。

61 ④

制御監視表示

16 Ⅱ 6 5 3 ウ 3

設備ｾﾝﾀｰへの各種電力量の計量データ送信は不要と考
えてよろしいですか。

必要とします。

62 ④

設計要求水準

16 Ⅱ 6 5 3 ウ

受変電設備用の高圧電気室は本施設内の送電に適する
場所に設けるとありますが、地下１階の機械室と考え
て宜しいでしょうか。

お考えのとおりです。なお、外部より直接機器等の搬
出入可能な位置として下さい。

63 ④

設計要求水準

17 Ⅱ 6 5 3 オ 1

自家発電設備の設置場所は、地下１階機械室と考えて
宜しいでしょうか。

考えのとおりです｡

64 ④

設計要求水準

17 Ⅱ 6 5 3 オ

重要負荷への停電時送電用に発電機を設備するとあり
ますが、防災負荷を除く重要負荷をご指示ください。

考えのとおりです。

65 ④

設計要求水準

17 Ⅱ 6 5 3 キ 1

ＰＨＳ、電話機は、全て内線で使用すると考え、交換
機の設定もそう考えれば宜しいでしょうか。
また、製造メーカーをご指示下さい。

内線接続とします。（交換機を経由し外線にも接続し
ます）交換機の設定は大学側にて行います｡

66 ④

設計要求水準

17 Ⅱ 6 5 3 キ 1

既存電話交換機を増設するとありますが、既存電話交
換機の仕様を教えて頂けないでしょうか。
また、製造メーカーをご指示ください。

㈱日立製作所です。仕様については施設部企画課にて
閲覧とします。

67 ④
設計要求水準

17 Ⅱ 6 5 3 キ 3
ＰＨＳ子機、電話機の納入は、本事業の条件に含まれ
ていると考えて宜しいでしょうか。

電話機の設置は別途大学負担とします。

68 ④

設計要求水準

17 Ⅱ 6 5 3 ク 3

光ファイバーケーブルが配線可能なサイズを選定する
とありますが、コネクター込みで選定したほうが宜し
いでしょうか。

提案によるものとします｡

69 ④
設計要求水準

17 Ⅱ 6 5 3 ク
構内情報配管設備において、情報機器の購入、ソフト
ウェア改造は、考慮しなくて宜しいでしょうか。

考慮しなくてよろしいです。

70 ④

設計要求水準

18 Ⅱ 6 5 3 ケ

非常放送アンプの系統は本施設内で完結し、他棟への
放送もしくは他棟からの放送は行わないと考えて宜し
いでしょうか。
また、アンプの付加機能として、チャイムとＢＧＭの
みで宜しいでしょうか。
また、製造メーカーをご指示下さい。

完結したシステムとして良いです。
製造メーカーは各事業者の選定によります。

71 ④

設計要求水準

18 Ⅱ 6 5 3 シ

設備センター内火災報知設備改修とありますが、既存
火災報知設備の仕様を教えてください。
また、製造メーカーをご指示ください。

施設部企画課にて閲覧とします。

72 ④

設計要求水準

18 Ⅱ 6 5 3 ス 1

電波障害対策範囲として、柏キャンパス内建物につい
ても範囲内と考えても宜しいでしょうか。

柏キャンパス内建物についても範囲内とします。

73 ④

設備センター
の機能 18 Ⅱ 6 5 3 ス

設備ｾﾝﾀｰでは今回計画建物の火災報知設備に関する制
御は行わないものと考えてよろしいですか。

考えのとおりです。

74 ④

建物の監視体
制 18 Ⅱ 6 5 3 ス

事務・守衛室の防災監視体制について、夜間は無人監
視と考えてよろしいですか。

考えのとおりです。

75 ④

キャンパス共
通の防災シス
テム 18 Ⅱ 6 5 3 ス

柏地区キャンパス全体に対する防災システム評価を申
請されているのであれば、申請書は拝借可能ですか。
また消防局・消防署の指導事項はございますか。

消防に関する指導は特にありません。但し、正門守衛
室へ防災センターを経由して移報表示をしてくださ
い。

76 ④

設計要求水準

19 Ⅱ 6 5 3 ソ

別途工事のカードロック装置システムのシステム系統
をご指示ください。

施設部企画課にて閲覧とします。

77 ④

入退室管理シ
ステム 19 Ⅱ 6 5 3 タ 1

JIS磁気カードによる既存の他施設導入システムの内容
をご教示ください。

施設部企画課にて閲覧とします。

78 ④

設計要求水準

20 Ⅱ 6 5 4 イ 4 ａ

本施設内の監視盤の警報を一括表示する盤を、中央監
視室に設置する、とありますが、中央監視室内及び本
施設から中央監視室までの信号線等も本事業に含まれ
ると考えてよろしいでしょうか。
また、その場合、中央監視室内に本施設専用の監視盤
を新設するものと考えてよろしいでしょうか。

考えのとおりです。

79 ④

構内ＬＡＮ仕
様 20 Ⅱ 6 5 4 イ 12 ｂ

給水の計量データーを取り出す構内ＬＡＮはどのよう
な系統のＬＡＮかをご教示ください。

将来、大学側にて別途対応します｡

80 ④

設計要求水準

22 Ⅱ 6 5 4 イ 11 ａ

特殊ガス設備の供給は、ボンベ対応とする、とありま
すが、後段c.のヘリウムガス回収管を除き、本事業で
はボンベ設置スペースも含め、配管等の工事は行わな
いものと理解してよろしいでしょうか。

考えのとおりです。

5
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81 ④

設計要求水準

22 Ⅱ 6 5 4 イ 12 ｂ

給水の計量方式については、設備センターにある計量
装置（ＡＭＥＲＩＳ－900回線）にて集中監視可能なも
のとし、とありますが、計量装置との接続の仕様及び
本事業に含まれる工事範囲を御指示ください。

愛知時計電機㈱製の計量システムで、共同溝内の計測
配線に中継ユニットを設けて接続するものとします。

82 ④

施工に対する
要求事項

23 Ⅱ 8 2 2 イ

工事用車両のキャンパス内運行ルートの指定はあるの
でしょうか。工事用メインゲートと使用可能なサブ
ゲートをご指示下さい。

指定は特にありません。提案によるものとします。

83 ④

施工に対する
要求事項 23 Ⅱ 8 2 3

土地の履歴等からの判断により土壌汚染の事前調査
は、不要と考えてよろしいでしょうか。

事業者の判断によるものとします。

84 ④

施工に関する
要求事項

23 Ⅱ 8 2 7

大学内での工事となるので、作業時間の制限はあるの
でしょうか８時から１９時まで作業可能でしょうか土
曜日、祭日も作業可能でしょうか。

原則として８時から１８時とし、土曜日、祭日の作業
も可能とします｡

85 ④

費用の負担

27 Ⅲ 2 9

業務に要する費用は、事業者の負担とするあります
が、水道光熱費は除くと理解してよろしいですか。

考えのとおりです。

86 ④

施設管理担当
者 27 Ⅲ 2 11

施設管理担当者の役割・業務内容等を具体的に教えて
下さい。

事業者が業務を遂行するために必要な連絡担当等を考
えております。

87 ④

設計要求水準

34 Ⅲ 7 3

機械警備を行うとありますが、機械警備とはカード
ロック装置の意味と考えて宜しいでしょうか。

防犯を含め提案によるものとします。

88 ④

植栽維持管理
業務 34 Ⅲ 8 3 1

「の緑樹」とミスプリントがありますので、修正願い
ます。

訂正致します。

89 ⑤

別表・資料

3 ～

各室要求面積の許容範囲はどのくらいまで許されるの
でしょうか。

各室要求面積は【別紙２－１】を原則とし、機能を損
なわない範囲で提案に任せますが、許容範囲を±５％
します。

90 ⑤

別表・資料

3 ～

同じ性格と考えられる室の面積配分は変更して良いの
でしょうか。
例えば、P.8流動化実験室1～７の面積は各118、19、
116、165、190、126、79㎡とある。これを合計813㎡前
後となるように流動化実験室1～5各162㎡のようにして
良いのでしょうか。

各室要求面積は【別紙２－１】を原則守るものとし、
室数は減じないようにしてください。

91 ⑤

別表・資料

3 b

Ｗ４ ビニルクロス＋ペンキとはどのような仕様で
しょうか。

ビニルクロスは塗装下地用ガラスクロスとしてくださ
い。

92 ⑤

各室の要求水
準

5 ～

５頁の要求水準の共通仕様と、各階の各室の要求水準
が異なる場合は各階の要求水準を正として考えてよろ
しいでしょうか。たとえば、６階セミナールーム（セ
ミナー室）の要求水準は１６頁のものを正と考えてよ
ろしいでしょうか。

Ｐ５を削除し、Ｐ１６の天井高３ｍとする。

93 ⑤

各室の要求水
準

5 ～

要求水準書１２ページには図書室は「本が傷まないよ
うに遮光ができるようにする」とありますが、別表に
は遮光の程度の記載がありません。図書室の遮光の程
度は一般的なブラインド程度と考えてよろしいでしょ
うか。

提案によるものとします。

94 ⑤

緊急シャワー

5 ～

各階２箇所と記載されていますが、男女各1と考えてよ
ろしいでしょうか？建物（施設？）使用者の男女比率
を教えてください。

緊急シャワーは男女別とはしません。
★【施設利用者の男女比率】

95 ⑤

各室の要求水
準 5 ～

ラウンジの天井高さは７階については3.0mと考えてよ
ろしいでしょうか。

提案によるものとします。

96 ⑤

面積

6 ～

各室面積と参考図から推測される室サイズの違いは、

93 ⑤
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101 ⑤

別表・資料

21

別表２－２の備品（大学）の欄で各室にブラインドが
ありますが、全ての個所にブラインドＢＯＸを取り付
けるものと考えて宜しいでしょうか？

ブラインド等の表示のある部屋は、その工事区分に係
わらず、ブラインドボックスは本工事とします。

102 ⑤

【別表2-2】
各エリアの特
殊条件

21

全室共通仕様の特殊条件の中に、空調機は天付けと
し、加湿装置を設ける、とありますが、天付けとは、
天井面に吹出･吸込の機能のあるパネルが設置されるも
のと、天井面以下に機器本体が露出するもののどちら
を指すのかお教え下さい。

提案によるものとします。

103 ⑤

備 品 （ 事業
者）

22

セクレタリープール及び図書室には、それぞれ「受け
付けカウンター」及び「貸し出しカウンター」との記
載があります。（標準品）の定義を教えてください。
既製家具と考えてよろしいでしょうか？

考えのとおりです。

104 ⑤
ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ、会
議室 22

ホワイトボードは壁面固定と考えてよろしいでしょう
か。

考えのとおりです。

105 ⑤

特殊条件

22

バルコニーの螺旋階段により各階を連絡することと記
載ありますが、参考図面では1階までは降りておりませ
ん。1階までおりることとして考えてよろしいでしょう
か？

階段は２階までとします。

106 ⑤

備品（大学）

22

バルコニーのカウンターの（水栓流しを設備）とは、
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141 ⑤

機器・備品表

42

表中の項目に、6電力とありますが、空調設備の生涯費
用(LCC)算出要領で、実験機器等の発熱は定格出力に稼
働率を乗じて算出することになっていますので、各機
器の定格出力を御指示ください。

空調設備の生涯費用(ＬＣＣ)算出要領における実験機
器等の発熱量については、定格出力のほかに【別表
３】機器・備品調査表の項目１２によるものとし、い
ずれも不明な場合は同表項目６の電力値を用いてくだ
さい。



頁 Ⅰ １．（１）１） ア ① ａ ⅰ

書
類
№

項　目 質　問 回　答
記載位置（頁、符号等）

番号

160 ⑤

別表・資料

90

微生物・遺伝子実験室の機器番号12（安全ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ）に
排気ﾌｰﾄﾞが必要とのことですが排気風量をご教示下さ
い。また、特殊ガスに関してはﾎﾞﾝﾍﾞ対応で配管は不要
と考えて宜しいでしょうか。

★

161 ⑤

別表・資料

91

微生物・遺伝子実験室の機器番号23（製氷機）の特殊
ガスに関してはﾎﾞﾝﾍﾞ対応で配管は不要と考えて宜しい
でしょうか。

考えのとおりです。

162 ⑤

別表・資料

95

環境健康ｼｽﾃﾑ実験室の機器番号2、3、6（ICPMS、
ICPAES、GCMS）の各排気の排熱温度及び排気風量をご
教示願います。

★

163 ⑤

別表・資料

96

大気環境実験室の機器番号3、4、10（NOX計、ｵｿﾞﾝ計、
真空ﾎﾟﾝﾌﾟ）の排気が「ﾄﾞﾗﾌﾄ内へ」と記載されていま
すが、ﾄﾞﾗﾌﾄの位置をご教示ください。

★

164 ⑤

別表・資料

97

地球環境工学実験室の機器番号3（摩擦試験機）の排気
が「ﾄﾞﾗﾌﾄ内へ」と記載されていますが、ﾄﾞﾗﾌﾄの位置
をご教示ください。

★

165 ⑤

別表・資料

98

地下空間環境学実験室の機器番号3（摩擦試験機）の排
気が「ﾄﾞﾗﾌﾄ内へ」と記載されていますが、ﾄﾞﾗカﾄﾞをご教教示ください。

★
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181 ⑤

参考プラン
２Ｆ～７Ｆ

136

便所等は、男女便所、多目的トイレ、給湯室、倉庫と
考えてよろしいでしょうか。その他、必要な室があれ
ば御提示ください。

男女便所、多目的トイレ、給湯室、倉庫に加え、各階
に必要なシャフト等を想定しています。

182 ⑤

参考プラン
２Ｆ～７Ｆ 136

ゴミ処理の方法とゴミ処理室について設置場所と大き
さ等特別なご指示があるでしょうか。

ゴミ処理方法は施設部企画課にて閲覧とします。ゴミ
処理室は提案によることとします。

183 ⑤

参考プラン
２Ｆ～７Ｆ 136

講義室の収納は何を収納される予定でしょうか。 講義室で必要な備品等（椅子、マイク等）を収納する
予定です。

184 ⑤

参考プラン
６階

140

室名称が別表２－１、別表２－２、参考資料１１など
の間で食い違う場合は、別表２－１を正と考えてよろ
しいでしょうか。たとえば６階の部屋番号６L-８の室
名は、「流動化研究室」でよろしいでしょうか。

指摘のとおりです。

185 ⑤

別表・資料 別表2-1、2-2、3から各室のガス設備及び各機器のガス
の有無は分かりますが、使用量がよく分かりませんの
でご指示願います。

★

186 ⑥

基礎項目審査

3 5 2

事業計画の基礎審査項目において、特別目的会社の審
査基準に、「出資内容が明記され、出資条件が満たさ
れていること」とありますが、当該項目は、構成員の
出資比率が50％を超えていることを確認する、という
認識でよろしいでしょうか。
仮に、構成員以外の出資者を予定している場合で、提
案時に出資比率等が確定していない場合は、仮の設定
で提示することになりますが、当該項目には抵触しな
いという認識でよろしいでしょうか。

基礎項目審査の審査基準「出資内容が明記され、出資
条件が満たされていること」とは、構成員の出資比率
が５０％を超えていることの確認とします。
ただし、（様式５５）の記入にあたっては、本質問回
答１０にある留意事項を満足するようにしてくださ
い。

187 ⑥

加点項目審査

4 5 3 1 1

資金調達計画に対する加点評価項目において、「調達
先の信用力が適切」とありますが、信用力を測る指標
をお示しください。

融資の実績等から、本事業程度の金額および期間に十
分に対応できること等を考えています。

188 ⑦

定義

4 1 1 7

「本契約書」は「本契約」が適切と考えますがいかが
ですか。

ご指摘の通りです。事業契約書（案）を修正します。

189 ⑦

定義

4 1 1 16

要求水準書及び契約書（案）

答が「入札説明書」から除かれるのは、
① 契約段階では事業者の提案書が要求水準書にで
代わ勦桺傅槗吳憐
② 契約締結時点で、契約書が契約書（案）とって代
わ勦桺傅槗圡巸
との理解でよろしいでしょうか。

①にチいて、事業者の提案書が要求水準書ｑ取って代
わ藕吳憐藴輩棰奭遷猄。②については、ご理解の通り
です。

190 ⑦

定義

5 1 1 21

「本件土地」は定義がなされていないようｑ見受けら
れますが、大学が事業者による本件施設の建設工事の
着工までに確保する土地と理解してよいですか。

「本件土地」は、要求水準書 資料2「事業計画地位置
図」における「計画地」を指します。

191 ⑦

設計の変更

7 3 8 2

大学が負担するものとさひ 膐る憎な費用ｑは、
本件事業に関して事業者に融資繿金融機関等から事
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196 ⑦

設計の変更

7 8 2

大学の請求により、事業者が設計変更を行う場合、費
用の減少が生じた場合にはサービス購入費の支払額を
減額するとありますが、これは、当該変更により事業
者に発生した追加的な費用を勘案した結果、減少した
場合という認識でよろしいでしょうか。
また、事業者に発生する追加的な費用には、資金調達
に係る事業者に生じた合理的な追加費用も含まれると
いう認識でよろしいでしょうか。

前段については、ご理解の通りです。後段について
は、ご質問のような費用についても、合理的な範囲で
含まれます。

197 ⑦

本件施設の建
設に関する許
認可及び届出
等

9 4 16 2

「一切の許認可を、自己の責任及び費用にて取得す
る」となっておりますが、「大学にて取得すべきもの
は除く」と補足していただけませんでしょうか。

原案の通りとします。大学が取得すべき許認可につい
ては、第１６条３項が適用されます。

198 ⑦

建設場所の管
理

10 4 17 1

第17条第1項の第１文として以下の追加をご検討いただ
けますか。
大学は、事業者による本件施設の建設工事の着工まで
に、事業者に対して国有財産使用許可書を発行し、本
件施設の建設工事を実施するために必要な土地を事業
者に引き渡すものとする。

原案の通りとします。大学は事業者に対して土地の使
用を許可するだけで、引き渡すことはありません。

199 ⑦

建設場所の管
理

10 4 17 3

「不可抗力事由」について「不可抗力事由又は大学の
責に帰すべき事由」への変更をご検討いただけます
か。

原案の通りとします。本条は、大学の職員の故意又は
過失により事業者に損害を与えた場合に、大学の負う
べき国家賠償法1条による責任を排除する趣旨ではあり
ません。

200 ⑦

建設に伴う各
種調査

10 4 18 2

大学の調査等の結果と齟齬がある場合において、増分
費用が生じた場合、大学にご負担いただけるものと
なっておりますが、その場合、発生時にお支払いいた
だけますでしょうか。支払いスケジュールについてご
教授ください。

ご質問の増加費用のうち施設整備に関するものについ
ては、本件施設の施設整備費に組み込まれると考えま
す。維持管理費に影響を与えるものについては、維持
管理費相当の金額の調整によります。

201 ⑦

近隣対策

10 4 19 4

本件施設の建設計画そのものに対する近隣対策につい
ては、大学にてご対応いただけるものと理解してよろ
しいでしょうか。

ご理解の通りです。

202 ⑦

備品の搬入

11 4 22

第22条第１項及び第2項について以下の変更をご検討い
ただけますか。
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209 ⑦

工事の中止

13 4 30 2

工事の中止は、事業者側・大学側・不可抗力による帰
責事由が想定され、それぞれに対応する費用負担が整
理されるべきで、不可抗力においては、別紙８との整
合性が図られると考えますがいかがでしょうか？

ご質問の通りと考えますので、別紙８との整合性を図
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223 ⑦

大学の債務不
履行

20 7 53 3

第53条第3項について以下の変更・修正をご検討いただ
けますか。
「事業が被った損害」→「事業者が被った一切の損害
（本件事業に関して事業者に融資する金融機関等から
事業者が請求されうる当該融資に係る条件変更、解約
等に伴い発生する一切の費用を含む。）」




